
市地域公共交通活性化協議会
の委員を募集

会計年度任用職員（ケアマネジャー）

令和 8 年度分 市営駐輪場の定期利用申請の受付を開始
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　市地域公共交通活性化協議会において、持続可能
な交通体系の実現を図る施策などの協議を行う、市
民代表の公募委員を次のとおり募集します。
▶対象＝次の要件をすべて満たす方
・令和８年３月１日現在、満 18歳以上の方
・市内在住、在学、在勤の方
・平日の日中に開催される協議会（年４回程度）に
参加可能な方
▶募集人数＝２人
▶募集期間＝３月２日㈪～ 31日㈫（必着）
▶任期＝令和８年６月６日㈯から２年間
▶応募方法
応募書類を郵送、ファクス、メール、持参
▶応募書類
応募用紙および「地域公共交通に関する意見、提案
など」をテーマとする作文（８００字以内）
▶応募用紙配布場所＝市ホームページ、市役所行政
情報コーナー（本庁舎受付横）、企画政策課、中部
コミュニティセンター、白里公民館
▶選考方法＝応募用紙記載事項や作文の内容を審査
の上、選考結果を応募者に通知
申・問企画政策課政策推進班
　☎（７０）０３１５　FAX（７２）８４５４
　 kikakuseisaku@city.oamishirasato.lg.jp

▶内容＝地域包括支援センター業務（要
支援者および事業対象者へのケアプラン
作成・請求事務など）
▶勤務期間＝４月１日～令和９年３月
31日（更新あり）
▶勤務日数＝週５日
▶勤務時間＝８時 30分～ 17時 15分
▶休日＝㈯、㈰、㈷、年末年始
▶給与＝月給２５７，０４０～
２６７，０１５円
※例規改正により、金額変更の可能性あり。
※�昇給年１回、賞与年２回（６・12 月
支給）
※�諸手当＝時間外勤務、通勤など
▶福利厚生＝健康保険（千葉県市町村共
済組合）、休暇（夏季、結婚、出産、子育て、

忌引など）
▶必要資格
介護支援専門員、普通自動車運転免許
（AT限定可）
▶必要経験
居宅での介護支援専門員実務経験 3年
以上（請求事務含む）
▶募集人数＝若干名
▶申込方法＝必要書類を郵送、持参
▶提出書類＝履歴書（写真貼付・返却不
可）、職務経歴書、資格証・運転免許証
の写し
▶選考方法＝面接（試験日は応相談）
▶募集締切＝３月 18日㈬
申・問地域包括支援センター
　☎（７０）０４３９

▶利用期間＝ 4月～令和 9年 3月
▶申請可能な自転車など（1人１台限り）
・自転車
・原動機付自転車（50cc 以下また
は 125cc 以下かつ 4.0kW以下）
・自動二輪車（50cc 超 125cc 以下。
※先着 35台。）
▶受付開始日＝３月１日㈰
▶受付場所＝駐輪場管理人室（第 1
駐輪場内）※市役所では手続き不可。
▶受付時間＝ 5時～ 21時
▶申請に必要なもの＝別表 1
▶利用料＝別表 2
▶利用許可票（ステッカー）交付開始
3月 15日㈰
▶注意事項
・年度をまたぐ申請はできません。
・3月は大変混み合うため、時間に
余裕をもってご来場ください。
※永田駅前駐輪場は無料（手続き不要）。
◇駐輪場の利用について
・駐輪場内では、管理人の指示に

従ってください。
・管理人は 22 時～翌５時の間、不
在です（３・４月は 23 時～翌５時
不在）。
・盗難防止のため必ず施錠をしてく
ださい。盗難・損傷・事故などの責
任は市では一切負いません。
・利用許可票は、必ず車両後部の見
やすい位置に貼ってください。利用
期限経過後は車両から剥がしてくだ
さい。
・多くの方が利用できるよう、なる
べく端から順に詰めて駐輪してくだ
さい。
・駐輪場内では、危険防止のため必
ず車両から降りて移動してくださ
い。バイクはエンジンを停止してく
ださい。
申・問駐輪場管理人室
　☎（７３）８３０８
　安全対策課生活安全班
　☎（７０）０３８７

●別表１　申請に必要なもの　○…必須　△…該当する区分の場合必要
必要なもの 一般 学生 備考

申請書 ○ ○ 市ホームページ、駐輪場管理人室で配付
※申請書は記入の上お持ちください。

本人確認書類 ○ ○ 運転免許証など氏名・住所が確認でき
るもの

学生証・合格通知書など ○ 令和 8 年度に学生であることを確認で
きるもの

車体番号 ○ ○ 車体に刻印されています

防犯登録番号 △ △ 登録がある場合、車体にシールが貼付
されています

標識番号など △ △ 原動機付自転車・自動二輪車は排気量
が確認できるもの

●別表２　利用料
種別 利用する方 一般 学生

自転車
市内

月額   1,200 円   500 円
年一括 13,200 円   5,500 円

市外
月額   2,000 円   750 円

年一括 22,000 円   8,250 円

原動機付自転車・自動二輪車
市内

月額   1,600 円   750 円
年一括 17,600 円   8,250 円

市外
月額   3,000 円   1,000 円

年一括 33,000 円 11,000 円

正規職員（看護師）
▶勤務開始＝応相談
▶勤務日数＝週 5日
▶休日＝シフト制
▶給与＝月給２７３，７３５円～
（養成所２年卒。調整額・地域手当
含む。前歴加算あり）
※�例規改正により、金額変更の可能
性有り。
※�昇給年１回、賞与年２回（６・
12月支給）
・諸手当＝時間外勤務、住居、扶養、
通勤、特殊勤務（夜間看護）など

▶福利厚生＝健康保険（千葉県市町
村共済組合）、大網白里市職員互助
会、休暇（夏季、結婚、出産、子育
て、忌引など）
▶必要資格＝看護師免許
▶募集人数＝若干名
▶申込方法＝必要書類を郵送、持参
▶必要書類＝履歴書（写真貼付・返
却不可）、資格免許証の写し
▶選考方法＝面接（試験日は応相談）
問大網病院
　☎（７２）１１２１

食品ロスを意識し、作った料理は残さないようにしましょう。
問地域づくり課環境対策班　☎（７０）０３８６
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